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住宅政策の課題と対応の方向性
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住宅難の解消
量の確保から
質の向上へ

市場機能･ｽﾄｯｸ重視へ

豊かな住生活の実現

・戦災・引揚者等による
約420万戸の住宅不足

・全国の住宅総数が
世帯総数を上回る
(1968)

・全都道府県で住宅
総数が世帯総数を
上回る(1973)

・最低居住水準未満
世帯が１割を下回る
(1988)

・全国の世帯の約半分が
誘導居住水準を達成
(2003)
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高度経済成長 バブル景気

・阪神淡路大震災

大都市への集中
人口減・世帯増

・東日本大震災
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高齢者･単身世帯増
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日本住宅公団(1955設立）
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次期住生活基本計画に係る議論の前提となる社会
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（１） 総論(人口・世帯)



社会の変化（将来）

2050(予測)2025(予測)200019751950

1億469万人
[▲1,857万人]

1億2,326万人
[▲367万人]

1億2,693万人
[+1,499万人]

1億1,194万人
[+2,783万人]

8,411万人人 口

5,261万世帯
[▲466万世帯]

5,727万世帯
[+1,049万世帯]

4,678万世帯
[+1,318万世帯]

3,360万世帯
[+1,698万世帯]

1,662万世帯世帯数

1,084万世帯
[+268万世帯]

816万世帯
[+513万世帯]

303万世帯
[+215万世帯]

59万世帯ー65歳以上単独世帯数

52.4歳
[+3.5歳]

48.9歳
[+7.5歳]

41.4歳
[+8.9歳]

32.5歳
[+5.9歳]

26.6歳平均年齢

5,540万人
[▲1,770万人]

7,310万人
[▲1,312万人]

8,622万人
[+1,041万人]

7,581万人
[+2,564万人]

5,017万人生産年齢人口

115万人
[▲14万人]

129万人
[▲47万人]

176万人
[▲0万人]

176万人
[+74万人]

102万人35歳人口

62万人
[▲15万人]

77万人
[▲42万人]

119万人
[▲71万人]

190万人
[▲43万人]

233万人出生数

1.35
[+0.08]

1.27
[▲0.09]

1.36
[▲0.55]

1.91
[▲1.74]

3.65合計特殊出生率

ー*2023 47.5万件
[▲32.3万件]

79.8万
[▲14.4万件]

94.2万件
[+22.7万件]

71.5万件婚姻数

1.92
[▲0.18]

2.10
[▲0.57]

2.67
[▲0.61]

3.28
[▲1.69]

4.97平均世帯人員

[25年間増減]

注：四捨五入の関係で増減値が合わない場合がある
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2020（実績）（A） 2050（推計）（B）
増減数（C）

（B-A）
増減率
（C/A）

単独世帯（総数） 21,151 23,301 2,150 10%

　64歳以下 13,773 12,462 -1,311 -10%

　 　29歳以下 4,416 3,789 -627 -14%

　65歳以上 7,378 10,839 3,460 47%

夫婦のみ世帯（総数） 11,211 9,953 -1,258 -11%

　家計を主に支える者が64歳以下 4,462 3,590 -871 -20%

　家計を主に支える者が65歳以上 6,749 6,363 -386 -6%

夫婦と子から成る世帯（総数） 14,014 11,304 -2,711 -19%

　家計を主に支える者が64歳以下 11,040 8,286 -2,754 -25%

　家計を主に支える者が65歳以上 2,974 3,017 43 1%

ひとり親と子から成る世帯（総数） 5,026 4,852 -174 -3%

　家計を主に支える者が64歳以下 3,114 2,720 -394 -13%

　家計を主に支える者が65歳以上 1,912 2,132 220 12%

その他の一般世帯（総数） 4,303 3,197 -1,106 -26%

総世帯 55,705 52,607 -3,098 -6%

世帯類型別 一般世帯数の推計（2020→2050）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（令和６年推計）

○ 2020年(R2年)から2050年までの30年間で、単独世帯は215万世帯増、特に65歳以上単独世帯は346万
世帯増(約1.5倍)。子育て世帯を含む夫婦と子の世帯は、275万世帯減(25％減)。

単位：千世帯
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○ 社会と住宅政策の課題に関する大きな流れを踏まえると、コロナ禍後の社会経済環境における今

の住生活の姿に加えて、四半世紀先の2050年の住生活の姿を見据えた議論も必要ではないか。

○ そのため、近年の住生活に見られる課題や新たな動きへ対応する施策の方向性に加えて、2050年
の住生活の姿から逆算される施策の方向性も加味した上で、当面10年間に取り組む施策の方向性

を議論してはどうか。

○ 現在の住生活の姿(住まうヒト、住まうモノ、住まいを支えるプレイヤー)と、2050年に推計され

る世帯構成を踏まえると、2050年の住生活の姿(住まうヒト、住まうモノ、住まいを支えるプレ

イヤー)はどのような状態にあることが望ましいか。その状態に向けて、今から取り組んでおく

必要のあることは何か。

○ その際、国、地方公共団体、大小様々な住生活関連事業者やNPO法人等はどのような役割を担う
か。また、理想の住まいを実現するために居住者自身がどのような役割を担い、それをどのよう

に誘導していくのがよいか。

○ 住生活基本計画において、当面10年間の施策に加えて、これから2050年に向けて国、地方公共団
体、住生活関連事業者が取り組む具体的な行動に繋がる基本的な考え方を共有することとしては

どうか。

見直しに当たっての主な論点 （総論）

１.総 論 住生活基本計画 ＝ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画
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（２） 住まうヒト



世帯類型別の住まいの状況

○ 2023年(R5年)時点の世帯類型別の住まいの状況は以下の通り。

7※ 世帯類型の()内は、家計を主に支える者の年齢

【持ち家】 【借家】

住宅の所有関係別主世帯数（不詳除く） 住宅の延べ面積別構成比（不詳除く）

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）
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持家率の推移（年代別×世帯人員別）（1998→2023）
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出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）
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○ 全体の持家率は横ばい。年代別では、50代が減少傾向で、40代の減少傾向が横ばいへ転じている。

○ 全世代で単身世帯の持家率が低いが、直近では横ばいの様子。二人以上世帯では50代が減少傾向、
30・40代は直近で微増に転じている。



出典：国土交通省「住生活総合調査」（平成30年）

今後の持家への住替え意向 （新築住宅・既存住宅） の推移

〇 今後の持家への住替え意向について、「既存住宅」を望む世帯数や、新築・既存住宅には「こだわらない」
世帯数の割合が増加傾向。15年間で、現在持家の世帯で約1.9倍に、現在借家の世帯で約1.8倍に増加。
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出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）

※ 「高齢夫婦世帯」はいずれか一方のみが65歳以上夫婦及び夫婦とも65歳以上の世帯、「高齢単身世帯」は65歳以上の単身世帯について集計（不詳を除く）

〇 高齢夫婦世帯の８割強が持家に居住している。
〇 高齢単身世帯の約７割が持家に居住しており、民営借家に約２割居住している。

高齢者世帯の住まいの現状

高齢夫婦世帯と高齢単身世帯の持家・借家の種別割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高齢単身世帯

高齢夫婦世帯

持家 民営借家 公営借家 都市再生機構(UR)・公社
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17.4 

11.0 
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28.1 

17.9 

13.4 

44.2

27.8

58.4

43.2

25.4

27.3

55.0

46.4

29.9

13.6

3.4

13.7

31.6

37.3

4.1

15.1

28.0

30.9

2.9

0.7

1.4

7.7

26.3

0.8

1.87.7

25.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（n=3,329）

十分満足している（n=1,167）

やや満足している（n=1,551）

あまり満足していない（n=493）

まったく満足していない（n=118）

十分満足している（n=1,076）

やや満足している（n=1,742）

あまり満足していない（n=414）

まったく満足していない（n=97）

十分感じている 多少感じている あまり感じていない まったく感じていない

（％）

住
宅
の
満
足
度

地
域
の
満
足
度

高齢者の住宅・地域の満足度と幸福感の程度

○ 高齢者は、居住している住宅や地域の満足度が高いほど、生活全般の幸福感の程度が大きく、両者
には強い正の相関関係がある。

二次出典：内閣府「高齢社会白書」（令和６年）
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一次出典：内閣府「高齢社会に関する意識調査」（令和５年）
（注）調査対象は、60～99歳の男女。

生活全般の幸福度の程度
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家賃、税金、住宅維持費など住宅に関する経済的負担が重い
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住宅が広すぎる

部屋数が多すぎる

台所、便所、浴室などの設備が使いにくい
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隣近所の音が気になる、自宅から出る音が気になる
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その他

何も問題点を感じていない

持家（n=2,262） 賃貸住宅（n=342）

（％）

一次出典：内閣府「令和５年度高齢社会対策総合調査（高齢者の住宅と生活環境に関する調査）」
（注１）複数回答。
（注２）「持家」は、総合調査において現在の住宅について「持家（一戸建て／分譲マンション等の集合住宅）」と回答した人の合計。「賃貸住宅」は、総

合調査において現在の住宅について「賃貸住宅（一戸建て／民営のアパート、マンション／公営・公社・UR等の集合住宅）」と回答した人の合計。
（注３）「不明・無回答」は除いている。

高齢者の現在の住宅の問題点（持家／賃貸住宅の別）

○ 高齢者の現在の住宅の問題点として、老朽化のほか、持家では、防災･防犯面での不安や住宅性能の
不満に加えて、住宅が広すぎる、部屋数が多すぎるという回答が賃貸住宅と比べて多い。賃貸住宅
では、家賃等の経済的負担、台所･浴室等の住宅設備の使いにくさに係る回答が多い。

二次出典：内閣府「高齢社会白書」（令和６年） 12



高齢者の住み替え意向

○ 60歳以上で住み替えの意向がある人(状況次第で将来的に検討したいという人も含む。)の割合は約３割。
○ 住み替えの意向を持つようになった理由として、健康・体力面での不安や現在の住宅が住みづらく

なったこと、買い物や交通の不便を挙げる人の割合が高い。

二次出典：内閣府「高齢社会白書」（令和６年）
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治安に不安を感じるから

新しく仕事・社会活動をすることになったから

その他

全体（n=1,072）

（％）

一次出典：内閣府「高齢社会に関する意識調査」
（注１）複数回答。
（注２）住み替えの意向を持っている人、及び、住み替えの意向がない人のうち最近住み替えたと

回答した人に質問。
（注３）「無回答」は除いている。

5.8 24.6 69.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

（n=3,329）

ある

現時点ではその意向はないが、状況次第で将来的には検討したい

ない

（％）

一次出典：内閣府「高齢社会に関する意識調査」
（注）本調査における「住み替え」とは、現在の住居から別の住
居へ生活の拠点を移すこと全てを含む。



○ 30歳未満の勤労若年世帯の1か月当たりの平均消費支出に占める住居費の割合は、２０１９年では約４分の１を占め、この
15年間で6.4ポイント上昇。若年世帯の約8割が単身世帯で、そのうち８割強は民間借家に居住。

○ 18～34歳の未婚者のうち、いずれ結婚するつもりと回答する割合は減少傾向。

若年世帯の住まいの現状等

14

（注）１．世帯主の年齢階級が「30歳未満」の「勤労者世帯」について集計
２．2019年より「消費実態調査」が全面的に見直され「全国家計構造調査」となった。
これに当たって、遡及集計が行われた2004年からの掲載となっている。

出典：総務省「全国家計構造調査」より国土交通省作成

未婚者の生涯の結婚意思(18～34歳)

出典：総務省「住宅土地統計調査」（令和５年）
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（千世帯）

若年世帯の消費支出における項目分類別割合
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食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物

保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他の消費支出

95.9

91.8 90.0 85.9 87.0 87.0 86.3 85.7
81.4

2.3 4.5 4.9

6.3 5.4 7.1 9.4 12.0 17.3
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いずれ結婚するつもり(男性) 一生結婚するつもりはない(男性)
いずれ結婚するつもり(女性) 一生結婚するつもりはない(女性)

出典：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」

若年世帯の住宅所有関係別構成比



就業状況別の子育て世帯の推移（都道府県別）

○「正社員共働き子育て世帯(長子15歳未満)」は、全国的に増加し、10年間で約1.5倍に急増(2010年
→2020年)。特に、大都市圏や地方政令都市及びその周辺で増加率が高い。

○「正社員と専業主夫･主婦からなる片働き子育て世帯(長子15歳未満)」は、全国的に減少。

2020年/2010年2020年2010年

1.56125.9万世帯80.7万世帯正社員共働き子育て世帯(長子15歳未満)

0.58146.0万世帯253.0万世帯
正社員と専業主夫･主婦からなる片働き子育て世帯(長子
15歳未満)

注）いずれも、核家族かつ世帯主及び配偶者が共に第二次･第三次産業就業者である世帯のみ。

出典：国立研究開発法人建築研究所「正社員・正職員共働き子育て世帯の居住状況と住替え動向」

■市区町村別の世帯数の変化率(2010年→2020年)
※国勢調査を用いた独自集計

正社員共働き子育て世帯
(長子15歳未満)

正社員と専業主夫･主婦からなる
片働き子育て世帯(長子15歳未満)
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夫婦世帯別の住宅と立地の状況

○ 大都市圏の持家率は、｢共働き夫婦のみ世帯｣よりも、子育て世帯が高い。その中でも、駅勢圏に住
宅を所有する割合は、｢正社員と専業主夫･主婦からなる片働き子育て世帯(長子15歳未満)｣よりも、
｢正社員共働き子育て世帯(長子15歳未満)｣が高い。

○ 大都市圏以外では、｢正社員共働き子育て世帯(長子15歳未満)｣の持家率が高く、駅勢圏外の持家率
が特に高い。

16出典：国立研究開発法人建築研究所「正社員・正職員共働き子育て世帯の居住状況と住替え動向」

注）いずれも、核家族かつ世帯主及び配偶者が共に第二次･第三次産業就業者である世帯のみ。
大都市圏は、首都圏整備法による既成市街地･近郊整備地帯、近畿圏整備法による既成都市区域･近郊整備区域、中部圏開発整備法による都市整備区域の310市区町村(特別区を含む｡)。
駅勢圏は、鉄道駅から1km圏内。

正社員共働き子育て世帯
(長子15歳未満)

正社員と専業主夫･主婦からなる
片働き子育て世帯(長子15歳未満)

正社員共働き夫婦のみ世帯

大
都
市
圏

大
都
市
圏
以
外

正社員共働き子育て世帯
(長子15歳未満)

正社員と専業主夫･主婦からなる
片働き子育て世帯(長子15歳未満)

共働き夫婦のみ世帯

住宅の所有関係・駅勢圏別の世帯構成比(2020年）

持家

持家率

持家駅勢圏

子
育
て
世
帯

子
育
て
世
帯



就業状況別の子育て世帯の居住状況(WEBアンケート結果)

○ 首都圏の共働き子育て世帯に対するアンケート調査結果を見ると、｢夫婦のどちらかのみ正規雇用である
世帯｣と比べて、｢夫婦共に正規雇用である世帯｣には、以下の特徴がある。

・世帯主年齢が若く、長子が幼い ⇒ 近年新たに子育て世帯となった若い世代に多く見られる

・住居費が高く、借家の延べ面積が小さい ⇒ 単位面積当たりの住居費が高い地域に居住する傾向

・世帯主、配偶者共に一定の通勤時間 ⇒ 夫婦それぞれの通勤先を考慮した結果、住居費の相場が比較的高い
地域を選択する傾向

世帯主年齢
の平均値

長子年齢
の平均値

月々の住居費
の平均値

住居の延べ面積
の平均値

世帯主の通勤
時間の平均値

配偶者の通勤
時間の平均値

注）首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の特別区23区及び125市町)に居住する核家族かつ世帯主及び配偶者が共に第二次･第三次産業就業者である世帯のみ。

夫婦共に正規雇用である世帯

夫婦のどちらかのみ正規雇用である世帯

出典：国立研究開発法人建築研究所「WEBアンケートに基づく首都圏に居住する共働き子育て世帯の住宅選好に関する基礎的研究」17
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日本に在留・居住する外国人の増加
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在留外国人数の推移（総数）

出典：出入国在留管理庁「令和５年末現在における在留外国人数について」

2０７万

34１万

444 

637 

766 

1,003 

1,093 

1,172 

1,693 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

外国人のいる世帯の推移(総数)

出典：総務省「国勢調査」（平成２年～令和２年）

（千世帯）
（万人）

〇 在留する外国人の数は201３年末からの１０年間で、約１３４万人増加し約3４１万人。
〇 外国人のいる世帯は、2０２０年時点で約１６９万世帯。



総人口の将来推計（日本人・外国人別内訳）

0
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4,000

6,000
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14,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

社人研推計（R5） 日本人人口及び外国人人口の推移

日本人人口

外国人人口

2020年日本人
12,340万人

2020年外国人
275万人(2.2%)

2020年総人口12,615万人

2050年日本人
9,740万人

2050年外国人
729万人(7.0%)

2050年総人口
10,469万人

2070年日本人
7,761万人

2070年外国人
939万人(10.8%)

2070年総人口
8,700万人

（万人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」をもとに、国土交通省作成。
グラフ内のパーセンテージは総人口に占める外国人人口の割合。

○総人口において、日本人は減少が加速する一方、外国人は増加。
○日本人人口は、2048年に１億人を割り、2050年に9,740万人、2070年に7,761万人。
○外国人人口は、2050年に729万人（総人口の7.0％）、2070年に939万人(同10.8％)。

19



テレワークの実施状況

20

地域別のテレワーク実施率 （就業者）

出典：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
（左図：令和５年４月 右図：令和４年７月）

在宅ワークの実施頻度

※働き方に関する問に対し、「テレワーク（ほぼ100％）」、「テレワーク中心（50％以上）で定期的
にテレワークを併用」、「出勤中心（50％以上）で定期的にテレワークを併用」、「基本的に出勤だ
が不定期にテレワークを利用」のいずれかに回答した人の割合

東京都23区

全国

地方圏

○ 全国のテレワーク実施率は2023年3月時点で約３割となっており、新型コロナ感染症拡大前と比較して高い傾向。

〇 在宅ワーク実施者のうち、実施頻度が少ない人(週１日程度)と実施頻度が高い人(週４日以上)の割合はほぼ同程度。

〇 在宅ワーク時の住まいに関する課題として、切り替えの難しさ､遮音性､広さ､光熱費等のコストを挙げる人が多い。

出典：国土交通省Webアンケート調査（令和５年）
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職住近接に関する状況
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73,294 73,251 

70,983 

72,684 
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64,000
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78,000

80,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

住み替え前後の家賃
住み替え前 住み替え後（円）

○ 民間賃貸住宅の居住者の住み替え前後の状況を見ると、住み替え前と比較して住み替え後の通勤時間が短くなる傾
向にあり、また、最寄りの公共交通機関までの距離が短い場所へ住み替える傾向にある。

〇 他方で、通勤利便性等を重視した結果として、住み替え後の家賃は上昇傾向、延べ床面積は減少傾向にある。

出典：国土交通省「住宅市場動向調査」（令和５年）（三大都市圏）
(注)三大都市圏は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県21



地方移住への関心の高まり

○ 東京での移住相談件数は、2010年代の一貫した増加傾向から、コロナ禍の影響により2020年は一旦
減少したが、2021年以降は再度増加。

〇 二地域居住等を行っていない者を対象に質問したところ、約３割が二地域居住等の関心層であった。

出典：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター プレスリリース（令和５年２月）。

1.7%

24.9%

1.3%
14.4%

57.7%

ぜひ二地域居住等を行いたい
又は今後行う予定がある

過去に二地域居住等
を行ったことがあり、
また行いたいと思う

二地域居住等を行いたい
とは思わない

二地域居住等への関心について

関心層

相談・問い合わせ数推移（２００８年～２０２２年：暦年）

Q.今後、居住地や通勤・通学先以外で、
二地域居住等を行いたいと思いますか？

出典：国土交通省「二地域居住に関するアンケート」
（インターネット調査、令和４年８月３１～９月１２日） （n=111,793)

条件が許せば二地域居
住等を行いたいと思う

過去に二地域居住等をお
こなったことがあるが、ま
た行いたいとは思わない
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住宅確保要配慮者の範囲と数（R6年度）

① 低額所得者 1,396万世帯
（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内） 4.6万世帯

③ 高齢者 2,027万世帯

④ 障害者 461万人

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して
いる者 904万人

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの
として国土交通省令で定める者

法律で定める者

・外国人 等
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のあ
る者を想定しており、外国人のほか、中国残留
邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所
入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、
矯正施設退所者、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が
供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。

※それぞれの世帯数・人数には重複がある

※1：令和2年度国勢調査の全世帯数と低額所得者の定義（収入分位25%以下）から推計
※2：内閣府資料「最近の主な自然災害について(R6.6.14現在)」より、R3.4以降の災害

における半壊以上棟数を集計
※3：令和2年国勢調査から世帯主が65歳以上の世帯数を集計
※4：令和6年版障害者白書より身体・知的障害者（18-64歳）と精神障害者（25-64歳）

の合計
※5：令和2年国勢調査
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公営住宅の状況
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出典：国土交通省作成（令和５年３月末現在）

（年度）

築後30年以上148万戸（70％）

■入居者(世帯主)の年齢(令和３年度末)
1.8% 5.7%

11.1%

14.4%

7.3%

10.2%

49.5%

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳以上

○公営住宅の７割は築後30年以上。

○入居者の半数は70歳以上、65歳以上の高齢者が６割を占める。
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居住支援協議会の概要

（１）設立状況 142協議会が設立（令和6年3月31日時点）
○ 都道府県（全都道府県） ／ 市区町（100市区町）

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・会議での協議、情報交換
・不動産・福祉団体への働きかけ、ネットワーク形成
・住宅相談事業、物件の紹介
・家賃債務保証、安否確認サービス等の紹介 等

○ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援
団体等が連携して、居住支援協議会を設立

居住支援法人の概要居住支援法人の概要

○ 住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として、都道府県が指定
（１）指定数 851法人が指定（令和6年3月31日時点）
（２）居住支援法人の行う業務

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への
円滑な入居に係る情報提供・相談

③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

（３）居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社

都道府県知事

居住支援法人

指定申請

【制度スキーム】

【都道府県別指定状況】
居住支援法人の業務エリア

：都道府県全域
：都道府県の一部

【単位：法人】

居住支援協議会・居住支援法人の概要
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建築費の推移

○ 近年、建築資材の高騰等の影響により、建築費は上昇傾向。

木造住宅： 99.8→138.5 約1.4倍

集合住宅：100.2→132.3 約1.3倍(2015年１月→2024年７月)

出典：一般財団法人建設物価調査会「建設物価指数月報」

100.2

132.3

99.8

138.5

95

100
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110
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135

140

145

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

集合住宅 RC 住宅 W(木造)

標準指数（平成27年平均=100）【東京】

26



新築住宅購入価格の推移

○ 戸建て、マンションともに新築分譲住宅の購入価格は上昇傾向。

戸建て住宅：3,786万円→4,290万円 約1.1倍

集合住宅 ：3,903万円→4,716万円 約1.2倍 (2015年(H27)→2023年(R5))
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3,636 

3,903 

4,423 

4,192 

4,577 
4,457 

4,639 

4,929 

5,279 

4,716 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

出典：国土交通省「住宅市場動向調査」（令和５年）（三大都市圏）
(注)三大都市圏は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県
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見直しに当たっての主な論点 （住まうヒト）

○ 2050年までの世帯構成の変化を見据えて、世帯属性や状況に応じたニーズを満たす住まいの実
現を円滑化する市場環境をどのように整備していくか(持家/賃貸、新築/既存)。

全世代で単身世帯の持家率は二人以上世帯より低い

新築にこだわらない世帯の割合 現在持家の世帯で５割弱、現在借家の世帯で６割弱(H30)

○ 2050年までに約1.5倍に増加する高齢単身世帯をはじめとする高齢世帯の住生活を豊かにする
ためにどのような住宅や住環境が求められるか。

65歳以上の単独世帯：738万世帯→1,084万世帯 +346万世帯 1.47倍(2020年→2050年)(再掲)

高齢夫婦世帯の約８割、高齢単身世帯の約７割は持家に居住(2023年)

住宅･地域の満足度と幸福感：居住している住宅や地域の満足度と幸福感の程度に強い正の相関関係

現在の住宅の問題点（持家／賃貸住宅の別）

持家：古く傷む29.8％、防災･防犯面不安25.8％、…、広すぎる12.1％

賃貸：古く傷む30.4％、家賃等負担26.3％、設備が不便24.0％

60歳以上の住み替え意向 ある5.8％、状況次第である24.6％ ⇒合計３割超

住み替えの意向を持つようになった理由 健康･体力面で不安24.8％、自宅が住みづらい18.9％、

買い物が不便10.2％、交通が不便9.8％

○ 結婚を望む若者の割合が逓減する中、若年者をはじめとする単身世帯の住生活を豊かにするた
めにどのような住宅や住環境が求められるか。

未婚の18～34歳で｢いずれ結婚するつもり｣の割合 男：87.0％→81.4％
女：88.3％→84.3％ (2002年→2021年)

２.住まうヒト

（以下、令和６年版高齢社会白書より）
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見直しに当たっての主な論点 （住まうヒト）

○ 子どもを産み、育てやすい住まいの実現のためにどのような住宅や住環境が求められるか。
2050年に向けて子育て世帯の総数は減少が見込まれる一方、近年、住まいの立地条件に制約の
ある正社員共働き子育て世帯が急増しているが、どのような政策的対応が必要か。

夫婦と子の世帯(家計を主に支える者が64歳以下)：1,104万世帯→829万世帯 ▲280万世帯(2020年→2050年)

正社員共働き子育て世帯の増加は全国的傾向：10年間で約1.5倍(2010年→2020年)

配偶者の通勤時間の平均：両方正社員の子育て世帯 戸建て41.9分、共同住宅43.3分、借家42.2分

片方正社員の子育て世帯 戸建て23.2分、共同住宅23.8分、借家26.7分

○ 2050年には外国人が人口の１割を占める可能性もあることを踏まえて、住宅や住環境をどのよ
うに考えるか。

在留する外国人数 10年間で約116万人増(2013年→2023年)

○ テレワークの普及等によって働く場所に制約されない居住が可能となるなど様々な選択肢が
広がる中、2050年までに住宅や住環境に求められるものはどうなっていくか。多拠点居住は、
関係人口増をはじめ住生活を豊かにする役割を担うのではないか。

テレワーク実施率 全 国 R1年12月:10.3%→R3年9月:32.2%→R5年3月:30.0%
東京23区 R1年12月:17.8%→R3年9月:55.2%→R5年3月:51.6%
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見直しに当たっての主な論点 （住まうヒト）

○ 2050年に向けて様々な事情により住宅確保に配慮を要する者が増加すると見込まれる中、住宅
セーフティネットを担う公的賃貸住宅や主体のあり方をどう考えるか。

低額所得者 1,396万世帯、高齢者 2,027万世帯、子育て世帯 904万世帯（R6年度）

公営住宅入居者の年齢割合 70歳以上 5割、65歳以上 6割

居住支援法人851、居住支援協議会142(R6.3)

○ 当面、公営住宅、セーフティネット登録住宅、居住サポート住宅等がある中で、住宅セーフ
ティネット全体をどのように捉え、どのように充実させていくか。

○ デフレ脱却の実現に向かう中、建築費の上昇等の物価上昇に賃金の伸びが追いついておらず、
また、金利のある世界での住宅ローンへの影響が見通せないなど、所有･賃借ともに足元で厳
しさを増す住宅取得環境にどのように対応するか。

建築費指数 木造住宅： 99.8→138.5 約1.4倍

集合住宅：100.2→132.3 約1.3倍(2015年１月→2024年７月)

新築分譲マンション購入価格：3,903万円→4,716万円 約1.2倍 (2015年→2023年)
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（３） 住まうモノ



新設住宅着工戸数の推移【長期】（年度）

〇 新設住宅着工戸数は、昭和42年度に100万戸を越えて以降、増減しつつも100万戸超の水準で推移。
〇 リーマンショック以後は100万戸を下回り、令和５年度は80万戸。
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出典：国土交通省「住宅着工統計」
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建築年代別の住宅ストック総数（居住世帯あり）
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（S46～55）
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（S56～H2）
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（H3～12）
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（H13～22）
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（H23～R2）

2021～2023.9
（R3～R5.9）

持家（戸建） 借家（戸建） 借家（共同） 持家（共同） 左記以外 ※下線の数値は各年代の合計値

※１：「借家」は、公営の借家、都市再生機構・公社の借家、民営借家、給与住宅含む
※２：凡例の左記以外は、建て方が「長屋建て」「その他」を集計
※３：所有関係不詳分及び建築時期不詳分は按分処理している 出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）

1980年以前に建築された住宅

2023年時点 1,１８１万戸【約21％】
(うち持家８66万戸)

○ 2023年（R５年）時点の住宅ストック総数（居住世帯あり）約5,567万戸を建築年代別にみると、
居住世帯のある1980年以前に建築された住宅ストック数（築43年以上）は、 1,１８１万戸（約２１％）存在。

1981年以降に建築された住宅

2023年時点で4,３８６万戸
(うち持家2,６６５万戸)

単位：千戸
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住宅ストックの性能の現状

将来世代に
継承できる
良質な住宅

の供給

○ 空き家
賃貸用 ： 約430万戸
売却用 ： 約 30万戸
二次的 ： 約 40万戸
その他 ： 約350万戸

○ 建築中ほか：約30万戸

建替え等
による対応

人が居住している住宅ストック総数 約5360万戸

住宅ストック総数 約6240万戸

リフォーム等
による性能の向上

577万戸 1024万戸

449万戸

3万戸
50万戸

34万戸 159万戸

戸建・長屋建 等（2,670万戸）
102
万戸

（1,407万戸）

バリアフリー・省エネ
をどちらか満たす

バリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

（約2,100万戸） （約1,300万戸）

空き家など

（約880万戸）
（約1,700万戸）

（約230万戸）

バリアフリー・省エネをいずれも満たす

昭和55年
以前建築

戸建・長屋の約60%が

共同住宅の約30%が

耐震性不足

(約700万戸)

○ 1980年(S55年)以前に建築された住宅のうち、耐震性不足が約700万戸と推計。

○ 省エネ性能が不十分な住宅等も多数あり、リフォームのみならず建替等による性能向上が必要

34
既存住宅の流通（売買・賃貸）・他用途への転換・適切な維持管理の促進

良好な居住環境の形成、コンパクトシティ、小さな拠点の形成等

（建替え等）

注）平成30年住宅・土地統計調査を基にした推計



ストック推移

○ 世帯数の増加に伴い総住宅ストック数が増加するとともに、一定の除却と新築により住宅ストックの置き
換えが進み、住宅ストック全体の質が向上。

3,549万戸
(1974年～1998年累計)

2,503万戸
(1999年～2023年累計)

1,631万戸

1973年
(S48年)

1998年
(H10年)

2023年
(R5年)

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和5年）、国土交通省「住宅着工統計」

居住世帯のある住宅居住世帯のない住宅(空き家) 新設住宅着工戸数(累計)

居住世帯のあるストック数

除却分

1,000万戸

総住宅ストック数
6,502万戸

総住宅ストック数
5,025万戸

総住宅ストック数
3,106万戸

1,023万戸

2,873万戸233万戸
(172万戸)

4,392万戸632万戸
(576万戸)

5,567万戸938万戸
(900万戸)

居住世帯のあるストック数

居住世帯のあるストック数

35



居住世帯のある住宅ストック数に対する着工戸数の関係

36

[千戸]

2050年

○ 各年の当該時点で存在する「居住世帯のある住宅ストック数」に対する「新設住宅着工戸数」の関係を見
ると、1973年では住宅ストックに対して約1/15の着工戸数であったところ、25年後の1998年では
約1/40、更に25年後の2023年では住宅ストックに対して約1/70の着工戸数。

2050年

1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年 2023年

新設住宅着工戸数(年次) (C) 1,905 1,549 1,137 1,685 1,486 1,198 1,160 1,094 980 942 820

居住世帯のある住宅ストック数 (B) 28,731 32,189 34,705 37,413 40,773 43,922 46,863 49,598 52,102 53,616 55,645

C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B 15.1 20.8 30.5 22.2 27.4 36.7 40.4 45.4 53.2 56.9 67.9

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和5年）、国土交通省「住宅着工統計」



住宅ストックの断熱性能

【住宅ストック（約5,400万戸）の断熱性能】

○ 住宅ストック（約5,400万戸）のうち省エネ基準に適合している住宅は
令和４年度時点で約18％、無断熱の住宅は約24％と推計される。

出典：国土交通省調査によるストックの性能別分布を基に、住宅土地統計調査による改修件数

及び事業者アンケート等による新築住宅の省エネ基準適合率を反映して推計。

現行基準
18%

H4(1992)基準
22%S55(1980)基準

36%

S55基準に満たないもの
（無断熱等）

24%

※２

※１

※1：省エネ法に基づき平成4年に定められた基準
※２：省エネ法に基づき昭和55年に定められた基準
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空き家の現状（種類別）

二次的
住宅
4.3%

賃貸用の
空き家
49.3%

売却用の
空き家
3.6%

一戸建
（木造）
29.8%

一戸建
（非木造）
1.8%

長屋建
1.5%

共同住宅
（木造）
1.5%

共同住宅
（非木造）
7.9%

その他
0.2%

30 37 42 50 41 41 38 38

234 262

352
398

448 460 462 476

131
149

182
212

268
318 349

386

9.4% 9.8% 11.5%

12.2%
13.1% 13.5% 13.6% 13.8%
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12.0%

14.0%
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900
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1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年 2023年

二次的住宅

賃貸用又は売却用の空き家

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

空き家率

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の空き家：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）

空き家総数
9,001,600戸

(383,500)

394
448

576
659

757
820 849

（万戸）

賃貸・売却用及び
二次的住宅を除く

空き家

42.8%
(3,856,000)

(4,435,800)

(326,200)

(2,685,900)

(165,100)

(136,500)

(137,300) (710,300) (20,800)

○ 空き家の総数は、この20年で約1.4倍(659万戸→900万戸)に増加。

○ 空き家の種類別の内訳では､｢使用目的のない空き家｣(386万戸)がこの20年で約1.8倍に増加。

○ 「使用目的のない空き家」は､｢一戸建(木造)｣(269万戸)が最も多い。

900
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0㎞
1㎞

○ ｢使用目的のない空き家｣のうち､簡易な手入れにより活用可能(耐震性あり･腐朽破損なし)で駅から1㎞未満

の住宅は約50万戸(最上段左列)。一方､耐震性が不足し､駅から１㎞以上の住宅は約88万戸(最下段右列)と推計。

○ 建設時期や腐朽･破損状況､立地を勘案すると、利活用可能なストック数は限定的。

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（平成30年）、国土交通省「空き家所有者実態調査」（令和元年）

■使用目的のない空き家 (H30:349万戸）の性能・立地等の内訳

〈
空
き
家
の
性
能
・状
態

〉

耐震性あり
腐朽破損あり
（108万戸）

合計62万戸合計46万戸

一戸建等
31万戸

共同住宅等
15万戸

一戸建等
55万戸

共同住宅等
7万戸

耐震性あり
腐朽破損なし

（96万戸）

合計50万戸 合計46万戸

共同住宅等
32万戸

一戸建等
18万戸

一戸建等
32万戸

共同住宅等
14万戸

耐震性不足
(144万戸)

合計56万戸 合計88万戸

一戸建等
47万戸

共同住宅等
9万戸 一戸建等

85万戸
共同住宅等

4万戸
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空き家の現状（性能・立地等の推計）

＜駅からの距離＞



※ 新規供給戸数は、建築着工統計等を基に推計。
※ ストック戸数は、新規供給戸数の累積等を基に、各年末時点の戸数を推計。
※ ここでいうマンションとは、中高層（３階建て以上）・分譲・共同建で、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の住宅をいう。
※ 1968年以前の分譲マンションの戸数は、国土交通省が把握している公団・公社住宅の戸数を基に推計した戸数。

1.2 2.4 
5.7 

4.5 

5.4 
8.4 12.3 

7.1 
4.9 

7.0 
9.9 

10.3 
11.1 

11.8 
12.4 

10.2 
11.3 

11.2 
10.8 

10.7 
12.3 

14.8 
16.4 

18.6 
17.3 

11.7 
13.6 

19.0 
20.0 

18.2 
18.4 

16.9 
17.5 

19.7 

21.4 

19.7 
18.9 

19.2 

20.9 

22.6 
17.0 

16.8 
9.2 

7.8 
10.2 

11.5 
12.2 

10.2 
10.4 

10.5 
10.8 

10.9 
10.2 

10.6 
9.4 

10.1 5.3 7.7 
13.4 17.9 23.3 

31.7 44.0 51.1 56.0 63.0 
72.9 

83.2 
94.3 

106.1 
118.5 

128.7 
140.0 

151.2 
162.0 

172.7 
184.9 

199.7 
216.1 

234.7 
252.0 

263.6 
277.2 

295.7 

315.5 
333.6 

351.9 
368.7 

386.1 

405.8 

427.2 
446.8 

465.6 
484.8 

505.5 

528.0 
544.9 

561.7 
570.9 578.7 

588.9 
600.3 

612.3 
622.4 

632.7 643.1 
653.8 

664.6 674.5 

685.0 
694.3 

704.3 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
9
6
8
年

1
9
6
9
年

1
9
7
0
年

1
9
7
1
年

1
9
7
2
年

1
9
7
3
年

1
9
7
4
年

1
9
7
5
年

1
9
7
6
年

1
9
7
7
年

1
9
7
8
年

1
9
7
9
年

1
9
8
0
年

1
9
8
1
年

1
9
8
2
年

1
9
8
3
年

1
9
8
4
年

1
9
8
5
年

1
9
8
6
年

1
9
8
7
年

1
9
8
8
年

1
9
8
9
年

1
9
9
0
年

1
9
9
1
年

1
9
9
2
年

1
9
9
3
年

1
9
9
4
年

1
9
9
5
年

1
9
9
6
年

1
9
9
7
年

1
9
9
8
年

1
9
9
9
年

2
0
0
0
年

2
0
0
1
年

2
0
0
2
年

2
0
0
3
年

2
0
0
4
年

2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

2
0
0
7
年

2
0
0
8
年

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

2
0
1
1
年

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

（万戸）

ス
ト
ッ
ク
戸
数

（万戸）

新
規
供
給
戸
数

旧耐震基準ストック
約１０３万戸

新規供給戸数
［左目盛り］

ストック戸数
［右目盛り］

分譲マンションストック数の推移
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○現在のマンションストック総数は約704.3万戸（2023年末時点）。

○これに令和２年国勢調査による１世帯当たり平均人員2.2人をかけると、約1,500万人となり、国
民の１割超が居住している推計となる。



長期優良住宅の認定状況

一戸建ての住宅の認定実績【新築】 共同住宅等の認定実績【新築】

長期優良住宅建築等計画の認定制度の運用開始：新築 H21年6月、増改築 H28年4月、既存認定 R4年10月

新設住宅着工数に対する長期優良住宅認定戸数の割合：一戸建て 31.3%、共同住宅等 1.1%、全体 14.5%

累計認定実績（令和６年３月末現在）

【新 築】1,590,648戸（戸建て 1,557,320戸、共同住宅等 33,328戸）

【増改築】 1,762戸（戸建て 1,702戸、共同住宅等 60戸）

【既 存】 96戸（戸建て 94戸、共同住宅等 2戸）

56,146 

101,836 

102,869 

102,925 

115,756 

98,704 

103,542

108,085

105,489

108,811

107,393

100,503

118,490

115,509

111,262

17.6%

24.1%
24.3%

23.3%

23.7%

24.4%

25.0%

25.2%

25.0%

25.1%

24.9%

25.5%

27.8%
29.3%

31.3%
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35%

0
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50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

一戸建ての住宅 一戸建ての住宅（割合）

937 

1,952 

2,735 

4,690 

3,251 

2,408 

1,459 1,288
1,531

587
1,047 889

3,214

2,527

4,813

0.3%

0.5%

0.7%

1.0%

0.7%

0.5%

0.3%
0.2%

0.3%

0.1%

0.2% 0.2%

0.7%

0.5%

1.1%

0.0%

0.3%

0.6%

0.9%

1.2%

1.5%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

'H21'H22'H23'H24'H25'H26'H27'H28'H29'H30 'R1 'R2 'R3 'R4 'R5

共同住宅等 共同住宅等（割合）

○ 長期優良住宅の認定制度が運用開始してから１５年経過。

○ 戸建ての新設住宅着工戸数に占める長期優良住宅認定戸数の割合は約３割。

令和５年度認定実績
【新 築】116,075戸（戸建て 111,262戸、共同住宅等 4,813戸）

【増改築】 176戸（戸建て 169戸、共同住宅等 7戸）

【既 存】 70戸（戸建て 69戸、共同住宅等 1戸）
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既存住宅流通量の推移（戸建住宅＋マンション）

出典：国土交通省「既存住宅販売量指数」、「住宅着工統計」
新築住宅：注文住宅＋分譲戸建て＋分譲マンション

（年）
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○ 新築住宅が減少傾向にある一方、既存住宅は少しずつ増加しており、既存住宅流通量のシェアは直近で
約４割。この10年間で9.6P上昇(2013年 30.8％ → 2023年 40.4％)。



既存住宅流通量の推移（戸建住宅）

43

○ 戸建て住宅の注文住宅が減少傾向、新築分譲が概ね横ばいである一方、既存住宅流通は近年増加してお
り、既存住宅流通量のシェアは直近で約３割。この10年間で8.1P上昇(2013年 22.4％ → 2023年 30.5％)。

出典：国土交通省「既存住宅販売量指数」、「住宅着工統計」



既存住宅流通量の推移（マンション）

出典：国土交通省「既存住宅販売量指数」、「住宅着工統計」
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○ マンションの新築分譲が逓減する一方、既存住宅流通は増加しており、既存住宅流通量のシェアは直近で
約６割。この10年間で8.5P上昇(2013年 51.2％ → 2023年 59.7％)。
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34.5 
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マンション（n=3911）

戸建（n=3943）

全体（n=7854）

実施した 実施していないが、既に売主が実施していた 実施していない 分からない、インスペクションを知らない

既存住宅状況調査等の状況

○ 消費者向けのアンケートによると、既存住宅の取引当事者が、売買時にインスペクションを実施する割合は３割程度。

○ インスペクションの内容は、公的制度に基づく調査（既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険の検査）が多い傾向。

○ 既存住宅状況調査技術者数は、令和５年度末時点で約14,000人。

出典：国土交通省「インスペクションに関する消費者向けアンケート調査」（令和４年度）
※H30.4～R4.3までの4年間に、既存住宅を売却又は購入した消費者を対象

36.0

25.5

19.1

9.6

8.3

1.6

0% 20% 40%

建物状況調査

既存住宅売買瑕疵保険のための検査

仲介する宅建業者（不動産会社）のサービスによるインスペクション…

どのインスペクションか分からない

上記1～3のインスペクションの組み合わせやその他検査

以上の1～3以外の民間の検査会社や建築士などによるもの

消費者が実施したインスペクションの内容（n=1739）

既存住宅状況調査
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既存住宅状況調査技術者講習登録規程に基づく
講習を以下5団体で実施

・一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
・公益社団法人 日本建築士会連合会
・一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会
・一般社団法人 日本木造住宅産業協会
・一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
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出典：（既存住宅流通戸数）総務省「住宅・土地統計調査」（令和５年）より
※H25年、H30年、R5年の既存住宅流通戸数は１～９月分を通年に換算したもの。46

○ 既存住宅流通戸数に対する既存住宅売買瑕疵保険の付保率は近年減少。



住宅履歴情報について

◆住宅履歴情報の蓄積件数

47

※共通ID発行件数含む

出典：住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会からの報告に基づき国土交通省作成

○ 住宅履歴情報は、情報サービス機関を利用して、住宅の新築、改修、修繕、点検時等において作成
される設計図書や施工内容、点検結果等の情報をいう。

○ 有識者、関連事業者、行政の連携のもと策定された共通ルール※に基づき、蓄積並びに活用の取組
が進められている。

※「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」
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362東武住販20868イーグランド10

22,495上位20社合計

26,834（参考）上位50社の合計

【買取再販年間販売戸数ランキング（202３年度）】

出典：株式会社リフォーム産業新聞「買取再販年間販売戸数ランキング」

【買取再販年間販売戸数ランキング上位50社実績推移】

(戸)

買取再販事業の市場の動向

48

○ 買取再販販売戸数（上位50社）は、この１０年間で増加傾向。



リースバックについて

事業安定・継続性の確保

住宅のリースバックの動向

リースバックの利用例

リースバックの概要

売主は所有している住宅を買主である事業者に売却するものの、賃貸借契約を
締結することで売却後も同住宅に居住することが可能

リースバック
事業者
（買主）

売主

売主は売却後も賃料を払って
自宅に住み続ける

買主は売主が退去した後
再販等により処分

老人ホーム等への支払い
老人ホームの順番待ち
をしている間にリースバッ
クを利用することで、入
居が決まった後すぐに入
居一時金等を支払うこ
とができる

住み替えの円滑化
現居の売却後も同住宅
に引き続き居住することが
できるため、新居購入前
の資金確保が可能。同
時に仮住まいも省略する
ことができる

〇 リースバックとは、自宅などの不動産を所有者が事業者等へ売却し、買主（事業者等）に対して

リース料（家賃）を支払うことで、引き続きその不動産を利用する取引手法。

〇 住宅においては、住み替えの円滑化や老後の資金需要への対応、相続前の不動産処分など、住宅利
活用の新たな選択肢として注目されている。

このほか、老後の余裕資金の確保、相続前の不動産処分、住宅ローン等の借入
金の返済資金の確保 等

住宅の所有権を移転

買取代金を一括支払い

賃料支払い

住宅を賃貸

賃貸借契約

売買契約

出典：国土交通省住宅局にて実施したアンケート回答(39社・2021年)をもとに作成

住宅におけるリースバックの取扱件数は2018年から2019年は増加したもの
の、コロナ禍の2020年は減少。

（件） リースバックにおける取扱件数の推移

49



140.8

114.2
109.9

102.0

94.9

71.1
57.0

47.9

4.1

3.0
2.8

2.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

持家(注文住宅) 分譲一戸建 分譲マンション 貸家 平均世帯人員

建物種類別 床面積の推移

出典：国土交通省「住宅着工統計」※利用関係別の床面積合計値を新設戸数で割ることにより戸当たり床面積を算出。
総務省「国勢調査」

（2023年）

（人）（㎡）

(1996年)

(2001年)

50

○ 2000年前後から、持家及び分譲マンションの床面積は減少傾向。

○ 分譲戸建て及び貸家の床面積は、概ね横ばい。

○ 平均世帯人員は一貫して減少傾向。



1.2 1.7 2.4 4.3 3.0 2.6 3.3
4.3 4.2 4.09.5 7.9 5.1 4.2

57.7
49.9

46.0 39.3
36.2 33.9 33.0

31.6
40.5

46.5
52.2 56.5 59.3 59.7

0%

25%

50%

75%
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1988
(昭和63）

1993
(平成5）

1998
(平成10）

2003
(平成15）

2008
(平成20）

2013
(平成25）

2018
(平成30）

注）平成20年以降の最低居住面積水準未満率及び誘導居住面積水準達成率は、住生活基本計画（平成18年９月閣議決定）で新たに定められた居住面積水準を基
に、住宅・土地統計調査及び住生活総合調査の結果を活用して国土交通省で独自に集計、平成15年調査までは住宅建設五箇年計画の最低居住水準及び誘導
居住水準を基に集計したもの。

出典：総務省「住宅・土地統計調査」、国土交通省「住生活総合調査」を基に国土交通省で独自集計

誘導居住面積水準達成世帯誘導居住水準達成世帯

最低居住水準未満世帯
最低居住面積水準未満世帯

不詳
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居住面積の推移

○ 誘導居住面積水準を達成する世帯数は、2000年以前に大きく上昇し、近年は横ばい。
○ 最低居住面積水準未満の世帯数は、2000年以降も４％台で推移。



住宅リフォーム市場の現状

52

出典：公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計

＜注１＞ 推計には、分譲マンションの大規模修繕等共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者による賃貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は含まれない
＜注２＞ 「広義のリフォーム」は、戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム関連の家庭用耐久消費財、インテリア商品等の購入費を加えた金額
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住宅リフォームの市場規模（推計）の推移

○ 住宅リフォーム市場規模は、2022年(R4年)時点において、狭義のリフォームで約6.9兆円、広義のリ
フォームで約8.1兆円と推計される。



令和５年7月大雨（2023.7）

切迫する自然災害の現状

変わりつつある自然災害 近年の自然災害の発生状況

・ 石川県能登半島で最大震度７を記録したほか、
北海道から九州地方にかけて震度６強～１を観測
・ 液状化等による宅地の被害や、密集市街地における火災、
津波による被害が発生

0

100

200

300

400

500

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
1時間降水量50mm以上の年間発生回数(アメダス1,300地点あたり)

（回/年）

・ 時間雨量50mmを上回る大雨の回数が
この40年間で約1.５倍に増加

令和５年６月大雨（2023.6)
・ 梅雨前線の影響で大雨となり、北陸･山陰・九州地方の
全９県で16回の線状降水帯が発生
・ 西日本で広域・同時多発的に河川氾濫、土砂災害が発生

石川県能登半島地震（2024.1）

・ 東北地方に梅雨前線が停滞し、前線の活動が活発
となった影響で、東北地方の北部を中心に大雨が発生

＜被害状況＞
死者 ： １３名 行方不明者 ： １名 住家被害 ： 7，910棟

＜被害状況＞
死者 ： 1名 住家被害 ： 7，020棟
鉄道：秋田新幹線他、1事業者３路線で被災による運休

＜被害状況＞(９月24日時点)

死者 ： 376名 行方不明者：３名
住家被害 ： 全半壊等131,215棟

洪水の発生確率が増加

大雨の発生件数の増加

〇 気候変動の影響により、水害・土砂災害の更なる頻発・激甚化が懸念。

〇 全国各地で線状降水帯の発生による豪雨被害や大規模地震など、自然災害が頻発・激甚化。

1976～1985
平均226回

2014～2023
平均330回

2040～2050年頃には
どのシナリオでも
世界の年平均気温は

２℃程度上昇

４℃上昇
シナリオ

２℃上昇
シナリオ

【1850年～1900年に対する世界平均気温における各シナリオごとの予測】

※IPCC（気候変動に関する政府間パネル）による予測

（※）流量変化倍率及び洪水発生頻度の変化倍率は一級水系の河川整備の基本とする
洪水規模（1/100～1/200）の降雨に降雨量変化倍率を乗じた場合と乗じない場合で算定
した、現在と将来の変化倍率の全国平均値

･ 地球温暖化により、2040～50年頃には気温が
2℃程度上昇し、洪水発生頻度は約２倍に増加

土石流による被害
（福岡県久留米市田主丸町）

筑後川水系小石原川の越水状況
（福岡県三井郡大刀洗町）

雄物川水系太平川の溢水状況
（秋田県秋田市）

国道７号の土砂流入（秋田県秋田市）

出典：消防庁資料より国土交通省作成

出典：気象庁資料より作成

震度分布図津波による浸水被害
（石川県珠洲市）

液状化による被害
（石川県） 出典：内閣府「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第１回）」

資料より国土交通省作成 53



L2洪水浸水想定区域内（浸水深0.5m以上）に居住する世帯数の

割合は、戸建住宅と共同住宅でほぼ半々。

全域
浸水深0.5ｍ以上

(床上浸水以上のリスク)

浸水深３ｍ以上
（2階床面以上の浸水リスク）

50,431 39,692 12,190

40.0% 31.5% 9.7%

23,117 18,007 5,442

41.4% 32.3% 9.7%

L2浸水想定区域（想定最大規模）

人口　

世帯数

○ L２洪水浸水想定区域（床上浸水のリスク：浸水深0.5m以上）内に居住する世帯は、総世帯のうち約3割。

○ そのうち、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯は、396万世帯と推計。

単位：千人・千世帯

L２浸水想定区域（想定最大規模）内の居住人口・世帯数
（全国計、下段は総人口・総世帯に占める割合）

L２洪水浸水想定区域（浸水深0.5m以上※）内の居住世帯の状況

（参考）L２浸水想定区域（浸水深0.5m以上）内の
高齢者人口及び世帯数

※床上浸水以上のリスク

48.3 50

0% 50% 100%

世帯

L２浸水想定区域（浸水深0.5ｍ以上）内の

住宅の建て方別世帯数の割合

戸建 長屋 共同住宅 その他

高齢者人口 高齢単身世帯 高齢夫婦世帯

約１０５０万人
（全域の場合は、約1320万人）

約2１０万世帯
（全域の場合：約268万世帯）

約186万世帯
（全域の場合：約235万世帯）

災害避難時に世帯構成員以外の援助が必要と思われる

高齢単身世帯や高齢夫婦世帯は、L２浸水想定区域（浸水深0.5ｍ

以上）で延べ3９６万世帯（推計）

54出典： 国立研究開発法人建築研究所「国勢調査ミクロデータに基づく災害リスク地域内
の居住人口･世帯数推計」

令和2年（2020年）時点

※

※浸水想定区域の地理空間情報が非公開のため推計できない地域も含む

L２洪水浸水想定区域（浸水深0.5ｍ以上）内の居住世帯の状況（推計）

総世帯のうち

L２浸水想定区域に
（浸水深0.5ｍ以上）居住

約32.３％



見直しに当たっての主な論点 （住まうモノ）

(１) 総論

○ 2050年の世帯構成や社会的要請に適う住宅ストックの形成のため、2050年の住宅ストックの姿を
国、地方公共団体、住生活関連事業者の間で共有する必要があるのではないか。

○ 2050年に向けた住宅ストックの形成のため、注文住宅、分譲住宅(戸建て、共同住宅)、あるいは
賃貸住宅はどのような役割を担うか。

○ 良質な住まいを形成・維持・継承していくために、国、地方公共団体、大小様々な住生活関連事
業者やNPO法人等あるいは居住者自身がどのような役割を担い、それをどのように実施していくの
がよいか。

○ 2050年に向けて、住宅投資の総量(リフォーム投資＋新設住宅投資)をどのように捉えるか。

(２) 性能向上

○ 2050年に向けた官民それぞれ、持家・貸家それぞれを含めた住宅ストック全体の性能向上のため、
不良ストックの除却、既存ストックの改修、新規ストックの追加のそれぞれが、どのような役割
を果たすべきと考えるか。

直近25年間で除却1,023万戸、新築2,503万戸(1998年→2023年)

居住世帯のある住宅ストック数に対する着工戸数：1/36.7→1/67.9(1998年→2023年)

その他空き家349万戸のうち、活用可能なものは約50万戸(H30)

○ 特に、住宅ストック全体の性能向上の観点から、旧耐震等のそのままでは活用されにくい民間住
宅の除却･更新を促進していくためどのような方策が考えられるか。

○ カーボンニュートラル社会の実現を目指して、国、地方公共団体、住生活関連事業者はどのよう
な役割を担うことが求められるか。 55
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(３) 安全

○ 災害の激甚化･頻発化や南海トラフ地震の脅威の高まり等を踏まえると、国、地方公共団体、住生
活関連事業者あるいは居住者はどのような役割を担うことが求められるか。

○ 安全な住宅地の形成に向けて、危険な密集市街地や狭あい道路の解消をどのように進めるべきか。

(４) 活用

○ 2050年に向けた住宅ストック形成のため、主に民間住宅について耐震性、省エネ性などの性能の
みならず広さ･立地などを含め、活用可能な住宅ストックをどうとらえていくのがよいか。新築住
宅と活用する既存住宅それぞれにおいて、どのように考えるか。また、居住者が替わっても質を
維持していくためにどのようなことが必要か。

着工戸当たり床面積 持家戸建て101.8㎡、分譲マンション69.2㎡、貸家47.7㎡

最低居住面積水準未満率 全国：4.2％→4.0％ (2013年→2018年)

長期優良住宅がｽﾄｯｸに占める割合 R5：2.9％(159万戸) →R12目標：5％(250万戸)
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(５) 流通

○ 所有者(売主)が安心して所有住宅に投資し、買主が安心して既存住宅を購入できるような市場環
境はどのようなものか。現行の既存住宅流通に関する制度により十分に対応しきれていない点は
何か。

既存住宅流通量 全 体：27.5万戸→31.9万戸 30.8%→40.4% (2013→2023)

戸 建 て：14.1万戸→15.9万戸

マンション：13.4万戸→16.0万戸

インスペクション実施率 ３割(R4消費者向けサンプル調査)

既存住宅売買瑕疵保険 宅建売 ２万戸、個人間 2.1千戸(R5)

買取再販 約1.5万戸→約2.7万戸(2014→2023)

○ 既存住宅に関する投資や流通の実態や経済的効果等に関するデータをできるだけ正確に把握する
手法について、どのように考えるか。
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（４） 住まいを支えるプレイヤー
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大工就業者数の推移
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○ 木造住宅の担い手である大工就業者数は、令和2年に約30万人と、20年間で半減。

○ 人数の減少率と高齢化(60歳以上の比率)は、建設業従業者(全体)に比べて大きい。



宅地建物取引業者数の推移

60

○ 全国の宅建業者数はこの10年で増加している一方、都道府県別に見ると22府県で減少。

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構「宅建業者と宅地建物取引士の統計概要」より国土交通省試算

■平成25年度→令和５年度
宅地建物取引業者数 増減状況

増減率令和5年平成25年
+5.6%129,604122,703全国の宅建

業者数
+5.1%126,682120,567うち知事免

許業者数

○全国

○都道府県別（知事免許）⇒

■ 宅地建物取引業者の事務所数の減少
（全1,747市区町村内の事務所数）

出典：国土交通省調査（令和５年）

0店舗 247自治体 14%
1-5店舗 392自治体 22%
6-10店舗 197自治体 11%
11-50店舗 494自治体 28%
51-100店舗 176自治体 10%
101店舗以上 241自治体 14%



専
修
学
校

建築士制度を巡る状況
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○ 建築士事務所に所属する一級建築士のうち、50代以上が７割を占める。

○ 近年、３万人超が一級建築士試験を受験しているところ、建築士試験の受験に必要な大学課程の中で、
既存･ストック･改修･リフォームに関する科目を含む課程は少数。

出典：「一級建築士名簿」「一級建築士事務所登録簿」より
国土交通省にて作成

（※）指定科目の確認を受けている大学(約550課程)のうち、
次の事項に関する科目を含む課程の数

一級建築士
約38万人

一級建築士試験受験者
約３万人

（うち１回目：約８千人）

所属建築士約14万人合格者約３千人

約79万人
二級建築士試験受験者

約２万人
（うち１回目：約1万人）

所属建築士約8.5万人合格者約6千人

二級建築士

約４万人

建築設備士試験受験者
約３千人

（うち１回目：約1千人）

合格者約６百人

建築設備士

高
等
学
校

大
学
院･

大
学※

建築士試験受験者(R5) 建築士(登録)1.6%

9.7%

18.7%

26.4%

24.6%

16.8%

2.1% 0.1%

20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
90代

一級建築士の登録数
381, 303人（R6.4.1時点）

所属建築士数
134,379人

８課程改 修０課程既 存

31課程リフォーム１課程ストック

( )

所属建築士の年代別割合 建築士試験を巡る現状

出典：国土交通省調査
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社会課題
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少 東京一極集中に伴う地方都市の活力の低下 地球温暖化・災害の激甚化・頻発化 等

建築・都市のDX

・建築生産（設計、施工、維持管理）や都市開発（計画、整備、維持管理）、不動産に関する業務の『生産性の向上』
・屋内空間（建築物）や屋外空間（都市）、不動産の『質（快適性、安全性、利便性）の向上』

都市分野 不動産分野

目指す将来像

建築・都市・不動産分野の情報と他分野（交通、物流、観光、福祉、エネルギー等）の情報が蓄積・連携・活用できる社会の構築
生産性の向上 女性活躍 建築物・都市の維持管理の効率化 地方創生 グリーン化 防災政策の高度化 新サービスの創出

ユースケース開発

PLATEAU

地域における社会実装

建築分野

データ整備の効率化・高度化

不動産ID建築確認のオンライン化

中間・完了検査の遠隔実施

定期報告のデジタル化

建築BIMの社会実装 ユースケース調査・横展開

民間・行政データへの紐付け

活用に向けた環境整備
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○ 建築･都市のDXの推進により、高精細なデジタルツインの構築や、建築･都市･不動産の多様なデータと
他分野のデータが蓄積･連携･活用できる社会の実現が目指されており、新サービスの創出や防災･環境
などの行政政策の実施が期待される。

個々の建築物情報の３次元デジタル化
都市全体の空間情報の３次元デジタル化

不動産IDによる
情報連携

不動産IDによる
情報連携

建築・都市のDXの推進により目指す将来像



住宅関連事業者の海外展開について

63

○ 多くの住宅関連事業者が海外展開を進めてきており、特に米国、東アジア、東南アジアを中心に幅広
い国へと進出が進んでいる。

出典：現地法人の設立又は出資により海外において住宅関連事業を行う228事業者のホームページなど公開情報より国土交通省調査

米国
在現地日本法人数、在留邦人数世界第１位。

大手事業者が一定のシェアを獲得するなど、最大の海
外住宅市場規模。

中国
在現地日本法人数第２位、長年の政府間・民間交流。

不動産市況の低迷により、人口動態を含めた市況の変
化を注視する必要。

東南アジア
現地事務所数、子会社数ともに多く、経済成長も著しい。

オーストラリア
堅調な経済成長と高い購買力を背景に、近年日本企業
の進出が加速。



2021年３月19日～2024年6月30日の間に
計画を新たに策定した（改定を除く）)

2021年３月19日～2024年6月30日の間に
計画を改定した

2024年7月1日以降、今年度中に計画を改定
する予定である（現在、見直し作業中である）

来年度～５年程度以内に計画の改定を予定して
いる

今年度～５年程度以内に計画の改定を予定して
いない

今年度、計画を新たに策定する予定である（現
在、策定作業中である）

来年度～５年程度以内に計画の新規策定を予定
している

今年度～５年程度以内に計画を策定する予定は
ない

20

185

37

156

106

755

1,175

①新規策定

②最近改定

③R6年度改定予定

④R7年度以降改定予定

⑤改定予定なし

⑥R6年度策定予定

⑦R7年度以降策定予定

⑧策定予定なし

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

⑧

市町村による住宅政策の取組状況（R6.6.30時点）

○ 全国市町村の約３割が、市町村住生活基本計画を策定済。３割近くが、市町村住生活基本計画に関
する検討を直近に実施済又は今後予定。

○ 市町村が中心的に取り組んでいる住宅政策は、住宅の耐震化、公営住宅の管理・整備、空き家対策、
移住･定住の促進、子育て支援。

全市区町村
N＝1741

計画策定済※

（28.9％）

計画
あり

計画
なし

市町村住生活基本計画の策定状況（R6.6.30時点）

0 50 100 150 200 250 300

子育て世帯向け住宅の供給・誘導

子育てしやすい居住環境の整備・誘導

空き家の発生抑制

移住・定住の環境整備

危険空き家の除却

空き家の活用

公営住宅等の整備

空き家の適正な管理

公営住宅等の管理

住宅の耐震性の向上

特に力点をおいて取り組んでいる項目(上位10位/46項目中)

市町村が中心的に取り組む住宅政策（R6.6.30時点）

出典：国土交通省調査（Ｒ６年度市町村住生活基本計画フォローアップ調査）
３割近くが、市町村住生活基本計画に関する検討を直近に実施済又は今後予定 64

※総人口に占める計画策定済の市区町村人口の割合（5７.４%）



見直しに当たっての主な論点 （住まいを支えるプレイヤー）

○ 既存住宅を中心とするストック社会を支える技術者･技能者のあり方や育成をどのように考え
るか。

○ 技術者･技能者が減少していく中、災害時の担い手の確保も考慮し、既存住宅の維持管理等の
主体をどのように確保していくか。地域で活躍する事業者・NPO法人や居住者自身にどのよう
な役割を期待するか。

大工就業者数の推移 64.7万人→29.8万人(2000年→2020年)

○ 技術者･技能者が減少していく中、生産性向上のため、住宅に係る営業･設計･施工･検査あるい
は点検･管理を含むあらゆる場面において、デジタル技術をどのように活用していくか。

○ 建築･都市のDXが進められる中で、住宅･建築に関するデジタルデータを住生活の向上のために
どのように活かすことが求められるか。

○ 我が国の住生活関連事業者の海外展開について、2050年の住生活の向上に資する観点から、ど
のように支援していくか。

○ 2050年に向けた居住者の変化や市場環境の変化を踏まえると、地方公共団体はどのような役割
を担うことが求められるか。

市町村計画住生活基本計画の策定市町村の割合 28.9％（R6年度国土交通省調査）

４.住まいを支えるプレイヤー
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